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国
民
年
金
は
、
高
齢
や
事
故
・
病

気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
な
ど
に
よ

っ
て
私
た
ち
の
生
活
が
損
な
わ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
お
互
い
を
支
え

合
う
制
度
で
す
。
20
歳
以
降
の
在
学

期
間
中
の
保
険
料
を
猶
予
し
、
社
会

人
に
な
っ
て
か
ら
保
険
料
を
納
め
て

も
ら
う
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り

ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
（
大
学

院
）、
短
大
、
高
等
・
高
専
・
専
修

学
校
等
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の
学

生
で
、
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が

原
則
118
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
で

す
。
申
請
は
、
毎
年
度
必
要
と
な
り

ま
す
。

○
受
付
日

７
月
１
日
（火）
か
ら

※
所
得
の
な
い
学
生
の
受
付
は
随
時

行
っ
て
い
ま
す
。

○
申
請
場
所

町
民
税
務
課

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
学
生
証
（
在
学
証
明
書
）
の
写
し

※
一
部
、
学
校
法
人
の
認
可
を
受
け

て
い
な
い
学
校
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
学
生
以
外
で
、
所
得
が
な
い
場
合

等
に
は
別
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

町
民
Ｇ
　
（
内
線
２
３
０
）

自
動
車
税
（
軽
自
動
車
・
二
輪
車

は
除
く
）、
個
人
事
業
税
に
は
、
口
座

振
替
に
よ
る
納
税
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
茨
城
県
内
の
金
融

機
関
（
郵
便
局
は
除
く
）
に
納
税
義

務
者
名
義
の
預
金
口
座
を
お
持
ち
の

方
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
ご
利
用

で
き
ま
す
。
ご
利
用
に
な
る
金
融
機

関
の
窓
口
へ
通
帳
と
お
届
け
印
を
ご

持
参
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ
ま
す
と
、

納
税
の
た
め
の
手
数
と
時
間
が
省
け

る
な
ど
、
大
変
便
利
で
す
。

お
申
し
込
み
は
簡
単
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

境
県
税
事
務
所
収
税
課

1
（87）
１
１
２
０

５
月
１
日
か
ら
、
国
税
に
関
す
る

ご
相
談
の
う
ち
、
内
容
が
複
雑
で
事

実
関
係
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
ご

相
談
等
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
税
務

署
へ
電
話
で
の
予
約
が
必
要
と
な
り

ま
し
た
。

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
お
電
話
に
て
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

古
河
税
務
署
　
1
（32）
４
１
６
１

「
現
況
届
」
は
、
毎
年
６
月
１
日

に
お
け
る
状
況
が
、
児
童
手
当
を
引

き
続
き
受
け
る
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

該
当
者
に
は
、
６
月
中
旬
に
現
況

届
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類
等

●
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等

請
求
者
が
被
用
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
等
）
で
あ
る
場
合
に
提
出

●
前
住
所
地
の
市
区
町
村
が
発
行
す

る
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

五
霞
町
に
平
成
20
年
１
月
１
日
に

住
所
の
な
か
っ
た
場
合
に
提
出

●
こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す

る
書
類
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

社
会
福
祉
Ｇ
（
内
線
２
３
６
）

○
日
時

７
月
29
日
（火）

午
前
９
時
30
分
か
ら
11
時
30
分
ま
で

10
月
２
日

午
後
１
時
20
分
か
ら
３
時
ま
で

○
会
場

下
妻
市
半
谷
492
―
４

茨
城
県
立
下
妻
養
護
学
校

○
対
象

発
達
や
運
動
機
能
に
不
安
の
あ
る

就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
そ
の
保
護
者

○
内
容

み
ん
な
で
遊
ぼ
う
・
情
報
交
換
等

○
お
申
し
込
み
方
法

７
月
の
参
加
は
７
月
18
日
（金）
、
10

月
は
９
月
12
日
（金）
ま
で
に
所
定
の
参

加
申
込
書
又
は
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

茨
城
県
立
下
妻
養
護
学
校

教
育
支
援
グ
ル
ー
プ
　
塚
越
　
恵

1
０
２
９
６
（44）
１
８
０
０

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
居

住
費
や
食
費
は
在
宅
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
原
則
と
し
て
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
下
の
表
の
よ
う

に
利
用
者
負
担
段
階
の
第
１
段
階
か

ら
第
３
段
階
の
方
は
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
ィ
利
用
者
に
お
い

て
、
該
当
す
る
方
は
健
康
福
祉
課
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

高
齢
者
支
援
Ｇ
（
内
線
２
３
８
）

■
国
民
年
金
の
学
生
納
付
特

例
制
度

（
町
民
税
務
課
）

■
自
動
車
税
・
個
人
事
業
税
の

納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で

（
町
民
税
務
課
）

■
児
童
手
当

（
健
康
福
祉
課
）

■
介
護
保
険
施
設
利
用
時
の
居

住
費
・
食
費
の
軽
減
に
つ
い
て

（
健
康
福
祉
課
）

広　告

広　告　募　集

■
税
務
署
で
の
面
接
相
談
は
事

前
の
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す

（
町
民
税
務
課
）

６
月
は
現
況
届
の
提
出
月
で
す
。

■
茨
城
県
立
下
妻
養
護
学
校

ふ
れ
あ
い
教
室
開
催
の
お
知
ら
せ

（
健
康
福
祉
課
）

利用者負担段階 対　　象　　者

第1段階
・住民税世帯非課税で老齢福祉年金の
受けている人
・生活保護を受けている人

第2段階
・住民税世帯非課税で合計所得金額と
課税年金収入の合計額が80万円以
下の人

第3段階

・住民税世帯非課税で、第2段階に該
当しない人
・住民税課税者がいる高齢者世帯で、
特例減額措置を受けている人

第4段階
・同じ世帯内に住民税課税者がいる
が、本人は住民税非課税の人
・住民税を課税されている人

（木）


